
 

 

構造計算適合性判定対象関係条文 

 

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）（抄） 

（建築物の建築等に関する申請及び確認） 

第６条 （略） 

２～４ （略） 

５ 建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第 20 条第二号又は第三号に定める基準（同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従

つた構造計算で、同条第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全

性を有することに係る部分に限る。次条第３項及び第 18 条第４項において同じ。）に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判

定（第 20 条第二号イ又は第三号イの構造計算が同条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われ

たものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。）を求めなければならない。 

６～15 （略） 

 

（構造耐力） 

第 20 条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建

築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 

一 （略） 

二 高さが 60 メートル以下の建築物のうち、第６条第１項第二号に掲げる建築物（高さが 13 メートル又は軒の高さが９メートルを超えるものに限る。）又

は同項第三号に掲げる建築物（地階を除く階数が４以上である鉄骨造の建築物、高さが 20 メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート

造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。） 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の

地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土

交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。 

ロ （略） 

三 高さが 60 メートル以下の建築物のうち、第 6 条第 1 項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部（床、屋根及び階段を除く。）を石造、れ

んが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが 13 メートル又は軒の高さが 9 メートルを超えるも

の（前号に掲げる建築物を除く。） 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ご

とに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土

交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。 

ロ （略） 

四 （略） 

 

 

建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）（抄） 

（地階を除く階数が４以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物） 

第 36 条の２ 法第 20 条第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 

一 地階を除く階数が 4 以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物 

二 地階を除く階数が 3 以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが 13 メートル又は軒の高さが 9 メートルを超えるもの 

三 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが 20 メートルを超えるもの 

四 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち 2 以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち 1 以上の構造と鉄筋コンクリ

ート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの 

イ 地階を除く階数が 4 以上である建築物 

ロ 高さが 13 メートル又は軒の高さが 9 メートルを超える建築物 

五 前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとし

て、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物 

 

 

平成 19 年国土交通省告示第 593 号 

建築基準法施行令第 36 条の２第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件 

建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。）第 36 条の２第五号の規定に基づき、その安全性を確かめるために地震力によって地上部

分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限って国土交通大臣が指定する建築物は、次に掲げる建築物とする。 

一 地階を除く階数が 3 以下、高さが 13 メートル以下及び軒の高さが 9 メートル以下である鉄骨造の建築物であって、次のイからハまでのいずれか（薄板軽

量形鋼造の建築物及び屋上を自動車の駐車その他これに類する積載荷重の大きな用途に供する建築物にあっては、イ又はハ）に該当するもの以外のもの 

イ 《鉄骨造の建築物のルート１－１》 

ロ 《鉄骨造の建築物のルート１－２》 

ハ 建築基準法施行規則（昭和 25 年建設省令第 40 号。以下「施行規則」という。）第 1 条の 3 第 1 項第一号ロ(2)の規定に基づき、国土交通大臣があらか

じめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分《図書省略認定》 

二 高さが 20 メートル以下である鉄筋コンクリート造（壁式ラーメン鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート組積造を除く。）

若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造を併用する構造の建築物であって、次のイ又はロに該当するもの以外のもの 

イ 《鉄筋コンクリート造のルート１》 

ロ 施行規則第 1 条の 3 第 1 項第一号ロ(2)の規定に基づき、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分《図書省略認定》 

三～八 （略） 

注：《 》は、条文抜粋ではなく、条文の解説。 
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31ｍ超：ルート３又は限界耐力計算 

31ｍ以下：ルート２、ルート３又は限界耐力計算 
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